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② 中立性の確保 

・被評価者に直接利害を有しない中立的な者による外部評価を行う。 

③ 継続性の確保 

・後継事業の企画立案等の際に有用な知見を抽出する。 

④ 実効性の確保 

・明確で実効性のある評価システムを確立・維持するとともに、評価者、被評価者双方に過

重な負担をかけることのない費用対効果の高い評価を行う。 

 

（３）評価における留意事項 

① 評価者と被評価者の関係 

・評価作業を効率的に機能させるためには、評価者と被評価者の協力的関係と緊張関係を構

築し、その中で討論を行って評価を確定していく必要がある。 

・被評価者は、評価を事業の質を高めるものとして積極的に捉え、真摯な対応を図ることが

必要である。 

② 所期の成果を上げられなかった研究開発の評価 

・研究開発は、失敗から貴重な教訓を得られることもあり、その原因を究明して今後に活か

すことが重要である。また、評価が野心的な研究開発の阻害要因とならないように留意が

必要である。 

 

３．評価対象の類型 

（１）研究開発事業の類型 

「研究開発課題（プロジェクト）」： 

具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、当省が定めた明確な目的や目標に沿って実

施されるもの。 

「複数課題プログラム」： 

研究開発が関連する政策・施策等の目的（ビジョン）を実現するための活動のまとまりであ

って、複数の研究開発課題（プロジェクト）によって構成されるもの。 

「研究資金制度プログラム」： 

資金を配分する主体が研究課題を募り、提案した中から採択した研究課題に研究開発資金を

配分する競争的資金制度等。 

 

（２）実施時期による類型 

① 事前評価 ：研究開発事業の創設にあたり、原則、予算要求前段階に実施する評価。 

② 中間評価 ：研究開発事業の開始後、３年程度ごとに実施する評価。 










